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定期監査の結果に対する措置の通知の公表について 

 

 

 次のとおり監査結果に対する措置の通知がありましたので、地方自治法第１９９条第１２項及び 

八尾市監査委員条例第８条の規定により公表します。 

 

 

  平成３０年３月２日 

 

                          八尾市監査委員  田 中  清    

                             同     八 百 康 子   

                             同     小 湊 雅 子   

                             同     谷 沢 千賀子   

                             同     大 星 なるみ   

 

  

記 

 

１ 措置の通知 

   平成２５年度定期監査（健康福祉部）の結果に対する措置 

    平成３０年２月２３日付け 八地地第１９８号 

    平成３０年２月２３日付け 八健推第１７７５号 

   平成２６年度定期監査（建築都市部）の結果に対する措置 

    平成３０年２月２２日付け 八建政第４０９号 

   平成２６年度定期監査（水道局）の結果に対する措置 

    平成３０年２月２２日付け 八水経第２５３号 

   平成２７年度定期監査（経済環境部）の結果に対する措置 

    平成３０年２月２２日付け 八経産産第１２４号 

   平成２８年度定期監査（学校教育部）の結果に対する措置 

    平成３０年２月２３日付け 八教学学第２５４号 

   平成２８年度定期監査（学校園）の結果に対する措置 

    平成３０年２月２６日付け 八教総人第１１７０号 

 

２ 問合せ先 

   八尾市本町一丁目１番１号 

    八尾市監査事務局 

     電話番号 072－924－3896（直通） 

 

３ その他 

   措置の通知については、市役所３階の情報公開室及び八尾市ホームページで閲覧できます。 

  



平成27年度実施経済環境部定期監査の結果に対する措置等の内容 

産業政策課 

指 摘 事 項 
本通知時までに講じた 
措置又は改善方針等 

H28.10.24までの取組等の内容 

１ 八尾市信用保証料補給

金交付事務について 

  八尾市小規模企業融資

制度において、利用者が

大阪信用保証協会に払い

込んだ信用保証料を補給

しているが、繰り上げ返

済等により利用者に信用

保証料の一部が返還され

ている可能性があり、こ

のような信用保証料の返

還等について、把握され

ていないため、適切な事

務処理方法について検討

すること。 

措置
状況 

１．措置済(平成29年４月１日) 
措置
状況 

２．措置予定 

 取扱金融機関及び大阪信用保証

協会の協力により繰上償還が行わ

れたことを把握することが可能と

なり、これに伴い信用保証料の還

付を受けた場合等における補給金

の返還について、八尾市信用保証

料補給金交付要綱の規定を整備し

事務処理を改めました。 

 補給金の交付事務に係る繰り上

げ返済時の対応については、繰り

上げ返還された場合の把握方法や、

他市の状況等の調査研究を行って

おります。 

 信用保証料の補給金が効果的か

つ適正に行われるよう平成28年度

内に要綱の改正について検討を行

い、規定の整備を図ります。 

 

  



平成27年度実施経済環境部定期監査の結果に対する措置等の内容 

資源循環課 

指 摘 事 項 
本通知時までに講じた 
措置又は改善方針等 

H28.10.24までの取組等の内容 

１ 家庭用指定袋の配付に

ついて 

 ⑴ 町会加入世帯への家

庭用指定袋の配付は、

町会の協力により行わ

れており、配付謝礼が

現金で支払われている

が、多額の現金を取り

扱うことに伴うリスク

を考慮し、支払方法に

ついて検討すること。 

措置
状況 

１．措置済(平成29年11月7日) 
措置
状況 

２．措置予定 

 配付謝礼の支払方法について、

平成29年度分から口座振込に改め

ました。 

 配付謝礼の支払について、平成

29年3月以降、口座振込による支

払方法に変更するよう、関係団体

等と調整中です。 

 ⑵ 事業が開始されてか

ら20年が経過し、行政

の地域支援のあり方も

変化している中、地域

コミュニティの醸成に

つながる効果的なもの

となるよう、関係課と

の連携を図りつつ検討

されたい。 

措置
状況 

４．その他 
措置
状況 

３．検討中 

 関係課との協議の場等において、

本事業が町会の発展など地域コ

ミュニティの醸成につながるよう

検討を重ね、指定袋配付時に町会

加入の促進をあわせて行う等の取

組を始めました。今後も、引き続

き、関係課や地域の団体等と協

議・連携しつつ効果的に事業を進

めていきます。 

 本市における指定袋制度が、地

域コミュニティの醸成につながる

効果的なものとなるよう関係課と

協議の場を設け、検討していると

ころです。 

 

 


